
 

（８） 大分県高等学校体育連盟競技専門部委員長会（細則） 

第１条 高体連規約第８条により専門部委員長会を設置する。 

第２条 本委員会は、高体連規約第１４条により、県下高等学校体育大会の円滑な企画・ 

   運営と各競技間の融和・協力を図ることを目的とする。 

第３条 本委員会は、各専門部の代表によって構成し、定期委員会は年４回開催する。 

第４条 本委員会は、次の事項について企画・審議する。 

    第 1回委員会 （１）競技・諸会議日程 （２）予算 （３）専門部役員  

           （４）その他必要事項 

    第 2回委員会 （１）県高校総体運営に関する打合せ （２）その他必要事項 

    第 3回委員会 （１）事業報告及び反省 （２）新人大会運営に関する打合せ 

          （３）その他必要事項 

    第 4回委員会 （１）事業報告及び反省 （２）次年度競技種目・諸会議日程 

           （３）専門部役員（改選期） （４）その他必要事項 

第 5 条 本委員会で、企画・審議された事項は、次期理事会にはかり承認を得なければ 

    ならない。 

第 6 条 本委員会細則を変更する場合は、競技専門部委員長会で原案を作成し、理事会 

    に提出する。 

第 7条 本委員会細則は、平成 6年 4月 25日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


